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鯖江市議会規則第 号 

鯖江市議会会議規則の一部を改正する規則 

鯖江市議会会議規則（昭和４４年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

目次中 
「 第７章 議員の派遣（第１６５条） 

第８章 補則（第１６６条） 」 
を 

「 第７章 協議または調整を行うための場（第１６５条） 

第８章 議員の派遣（第１６６条） 

第９章 補則（第１６７条） 」 

に改める。 

第９条第２項本文中「ときは」の次に「、会議に宣告することにより」を加え、同条中

第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であつて緊急を要するときその

他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。 

第１９条第１項中「承認を要する」を「許可を得なければならない。ただし、会議の議

題となる前においては、議長の許可を得なければならない」に改め、同条第２項および第

３項中「承認」を「許可」に改める。 

第２９条を次のように改める。 

（投票） 

第２９条 議員は、議長の指示に従つて、順次、投票する。 

第３１条に次の１項を加える。 

４ 投票の効力に係る法第１１８条第６項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が

定める。 

第４５条第２項中「ときは」の次に「、議会の承認を得て」を加える。 

第７４条中「第３１条」の次に「第１項から第３項まで」を加える。 

第８０条第１項中「あらかじめ文書で」を「前条の規定によりあらかじめ」に改める。 

第８４条第２項中「第８３条」を「前条」に改める。 

第８５条第１項中「記載し、または記録する」を「記載する」に改め、同条第２項を次

のように改める。 

２ 議事は、速記法その他議長が適当と認める方法によつて記録する。 

第８５条の次に次の２条を加える。 

（会議録の配布） 



第８５条の２ 会議録は、議員および関係者に配布する。 

（会議録に掲載しない事項） 

第８５条の３ 前条の会議録には、秘密会の議事ならびに議長が取消しを命じた発言およ

び第６５条の規定により取り消した発言は、掲載しない。 

第８６条中「（会議録が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、法第１２

３条第３項に規定する署名に代わる措置をとる議員）」を削る。 

第９８条中「承認を要する」を「許可を得なければならない。ただし、会議の議題とな

る前においては、委員長の許可を得なければならない」に改める。 

第１１５条第１項中「議員」の次に「（以下この条において「委員外議員という」。）」

を加え、同条第２項中「委員でない議員」を「委員外議員」に、「申し出」を「申出」に

改める。 

第１２３条の見出し中「朗読」を「配布」に改め、同条中「職員をして朗読させる」を

「その写しを委員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもつて配布に代える

ことができる」に改める。 

第１３７条第２項中「、法人」を「ならびに法人」に改め、同条に次の２項を加える。 

５ 請願者が請願書（会議の議題となつたものを除く。）を撤回しようとするときは、議

長の許可を得なければならない。 

６ 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となつた後においては議会

の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を

得なければならない。 

第１３９条第１項ただし書を次のように改める。 

ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができ

る。 

第１３９条第２項を次のように改める。 

２ 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。 

第１３９条第３項中「みなす」を「みなし、それぞれの委員会に付託する」に改める。 

第１４１条第１項中「意見を付け、」を削り、同条中第２項を第３項とし、第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができ

る。 



第１４３条中「、その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改め

る。 

第１４８条を次のように改める。 

（決定の通知） 

第１４８条 前条の規定による決定の本人への通知に関し必要な事項は、議長が定める。 

第１５０条中「、外とう、えり巻、つえ、かさ」を「、コート、マフラー、傘」に改

め、同条ただし書中「議長の許可を得たときは」を「会議への出席に必要と認められる物

であつて議長にあらかじめ届け出たものについては」に改める。 

第１５５条の見出し中「資料等印刷物」を「資料等」に改め、同条中「資料、新聞紙、

文書等の印刷物」を「資料等」に改める。 

第１５９条中「することは」を「することが」に改める。 

第１６０条を次のように改める。 

（代理弁明） 

第１６０条 議員は、自己に関する懲罰動議および懲罰事犯の会議ならびに委員会で一身

上の弁明をする場合において、議会または委員会の同意を得たときは、他の議員をして

代わつて弁明させることができる。 

第１６６条を第１６７条とする。 

第８章を第９章とする。 

第７章中第１６５条を第１６６条とする。 

第７章を第８章とし、第６章の次に次の１章を加える。 

第７章 協議または調整を行うための場 

（協議または調整を行うための場） 

第１６５条 法第１００条第１２項の規定による議案の審査または議会の運営に関し協議

または調整を行うための場（以下「協議等の場」という。）を別表のとおり設ける。 

２ 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決で

これを決定する。 

３ 前項の規定により、協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、構成員、招集権

者および期間を明らかにしなければならない。 

 附則の次に次の別表を加える。 



  

 

 

別表（第１６５条関係） 

    

名称 目的 構成員 招集権者 

全員協議会 

市政に関する重要な政策およ

び課題に対し議員間で共通認

識を持ち、合意形成を行うほ

か、議案の審査または議会の

運営に対し協議を行う。 

全議員 議長 

会派代表者会議 

議会の活動および運営に関

する会派間の協議および意

見調整を行う。 

議長、副議長、３

人以上で構成する

会派の代表者およ

び２人以下で構成

する会派間から選

出された議員 

議長 

議会運営委員会・ 

常任（特別）委員会 

正副委員長会議 

議案の審査または委員会間

の意見調整その他委員会運

営に関し協議および調整を

行う。 

議長、副議長、議

会運営委員会正副

委員長および常任

（特別）委員会正

副委員長 

議長 

常任（特別）委員会 

協議会 

所管に属する議案等の審査

ならびに委員会の運営に関

し協議および調整を行う。 

担当委員会委員に 

選出された議員 

常任（特別） 

委員会委員長 

予算・決算説明会 

当初予算、補正予算および

決算の審査に関し、協議お

よび調整を行う。 

全議員 議長 



 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

広報委員会 

議会報の発行および議会の

広報に関し協議および調整

を行う。 

広報委員会委員 広報委員会委員長 

議会報告会運営 

委員会 

住民、市民団体等に対して実

施する議会報告会の開催に関

し協議および調整を行う。 

議会報告会運営委

員会委員 

議会報告会 

運営委員会委員長 

政治倫理推進委員会 

政治倫理確立のため議長か

ら諮問を受けたことに関し

調査および審査その他処理

を行う。 

政治倫理推進委員

会委員 

政治倫理推進 

委員会委員長 

公共施設管理等研究 

委員会 

市の公共施設の使用料およ

び指定管理者制度に関し調

査、研究、協議および調整

を行う。 

公共施設管理等研

究委員会委員 

公共施設管理等 

研究委員会委員長 

議会報告会 

住民や市民団体等に対して

実施する報告会および意見

交換会 

全議員 議長 

議会災害対策会議 

災害時において議員の安否

確認、議員への被災情報の

伝達および市災害対策本部

との連絡調整を行う。 

議長、副議長、議会

運営委員会委員長お

よび会派代表者 

議長 


